
まえがき
このたびは、玄関用手すり　レッツ バー・レッツ バー コンパクト（以下、玄関用手すり）をお買い
上げいただき、まことにありがとうございました。この「取扱説明書」には玄関用手すりを安全にお
使いいただくための注意事項と使⽤⽅法などを記載しております。
● 玄関用手すりをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取

扱方法を理解してください。
● 玄関用手すりを使用する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
● この「取扱説明書」はお読みなった後も、いつでも⾒られる場所に保管してください。
●	お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と⼀部異なる場合があります。
●	動作範囲・⼨法・⾓度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。
特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表⽰を⾒やすくするため、約・およそといった⾔葉を省
略しております。

●	ご不明点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合せください。

取扱説明書 玄関用手すり

KQ-950＊L
KQ-950＊H
KQ-951＊L
KQ-951＊H

保証書付
7F11624600A1



※	手すり部が手すりフレームに差込まれた
状態で梱包されています。固定されてい
ませんので、取扱いに注意してください。
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1  使用⽬的

３ 部品の確認

２ 各部の名称

玄関⽤手すりは、玄関の『上がりかまち』に置くことで、段差の上り下りを補助することを目的に作られて
います。

■	開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万⼀、部品の不
足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

手すり部

キャップ

製品識別表⽰ラベル（横桟下側に貼付）

ベースプレート（裏面に製品識別表⽰ラベル付）

手すりフレーム

手すり部×１

手すりフレーム×１

高さ調節脚（アジャスター付）

高さ調節脚（アジャスター付）×１

滑り止めマット

＜手すり＞ 品番 Q9501L Q9502L Q9501H Q9502H
製品質量（kg） 5 10 5.5 11
梱包重量（kg） 8.4 13.2 10.1 15.7

梱包サイズ（cm）99.6 × 71.1 × 15.8 118.6×84.1×15.8
※	Q9501L/Q9501Hは1セット、Q9502L/Q9502Hは 2セッ
トずつ梱包されて	います。

＜組立付属部品＞

手すり固定ねじ×8

手すり高さ調節ねじ×2

六⾓レンチ
(対辺2.5mm)	× 1
六⾓レンチ
(対辺4mm)	× 1
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＜ベースプレート＞
品番 Q950B Q951B

製品質量（kg） 19.2 17
梱包重量（kg） 21.5 19

梱包サイズ（cm） 84× 62.5 × 5 74.5 × 62.5 × 5

部品

ベースプレート×１ ベースプレート×1　※コンパクト

滑り止めマット×１ 滑り止めマット×1　※コンパクト

マット⽤栓シール×2 マット⽤栓シール×4

マット⽤栓×2 マット⽤栓×4

＜組立付属部品＞

アジャスターねじ×2

六⾓レンチ
(対辺4mm)	× 1

取扱説明書 (本書 )×１

■ 必ずご使用の前にこの「安全上の注意」をお読みいただき、正しくお使いくだ
さい。
◦	ここに⽰した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防
止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさ
と切迫の程度に応じて「警告」と「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内
容ですので、必ず守ってください。

͚い ͘͜ この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻
ま　ひ

痺など）
を負う可能性が想定される内容を示しています。

ちゅう い この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）
を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

４ 安全上の注意＜必ずお守りください＞

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも⾒られるところに必ず保管してください。

〔安全ラベルについて〕
●	注意事項の中で、玄関⽤手すりをお使いになる⽅
に特に注意していただきたい項目をラベルにして、
手すりフレームに貼ってあります。はがしたり、
傷つけたりしないでください。

●	安全ラベルが傷ついたり、はがれたりした場合には、
販売店から新しい安全ラベルを取り寄せ、貼り直し
てください。

安全ラベル
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４ 安全上の注意＜必ずお守りください＞

 警
けい

 告
こく

目的以外の用途に使用しないでください
స౗͚͕ͯ͠Λͨ͠Γɺؔݰ༻ख͢Γ͕ഁଛɾมͨ͠ܗΓ
͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ

玄関用手すりに直接取付けて使用する玄関台は、
弊社が指定する適合品を使用してください
͖ؒ͢͵ఆҎ֎ͷ੡඼΍ଞࣾ੡඼ͱ૊߹ͤΔͱɺҙਤͤࢦ
ͷൃੜ΍੡඼ಉ࢜ͷ઀৮ɺ҆ఆੑͷ௿ԼͳͲʹΑΓɺ͚͕
Λͨ͠Γɺؔݰ༻ख͢Γ͕ഁଛɾมͨ͠ܗΓ͢Δ͓ͦΕ͕
͋Γ·͢ɻ

最大利用者体重を超える方は使用しないでくだ
さい
͜ͷ੡඼ͷ࠷େར༻ऀମॏ͸ ���LH Ͱ͢ɻ͜ͷମॏΛ௒͑
Δํ͕࢖༻͢ΔͱɺഁଛɾมܗͳͲʹΑΓ͚͕Λ͢Δ͓ͦ
Ε͕͋Γ·͢ɻ

本製品は 1人用です。2人以上同時に使用しな
いでください
స౗͚͕ͯ͠Λͨ͠Γɺؔݰ༻ख͢Γ͕ഁଛɾมͨ͠ܗΓ
͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ

ご使用の際は、使用者の状態により介助者が付
き添うなど、安全に十分配慮してください
˔�స౗ͯ͠ɺ͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ
˔�ద੾ͳ࢖༻͕Ͱ͖ͳ͘ͳͬͨ৔߹͸ɺ௚ちʹ࢖༻Λதࢭ
͠ɺҩࢣ΍հ࢜ޢɺέΞϚωδϟʔͳͲͷઐ໳Ոʹ૬ஊ͠ɺ
ద੾ͳॲஔΛड͚ͯͩ͘͞いɻ

予測できない行動をとると思われる方 ( 認知症
の方など ) や、自力で危険な状態から回避する
ことができない方は使用しないでください
ΑΓɺख͢Γͷʹڥ؀༺࢖ΕΔํͷ৺਎ͷঢ়ଶ΍͞༺࢖͝
͖ؒ͢ʹ਎ମͷҰ෦ΛೖΕɺ͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ
ࣗྗͰݥةͳঢ়ଶ͔ΒճආͰ͖ͳいํʹ͖ͭ·ͯ͠͸ɺ͝
いɻͩͯ͑͘͞߇Λ༺࢖

手すりのすき間や手すりと壁などとのすき間に、
頭や手足などを入れないでください
˔�͢ ͖ؒʹೖΔͱൈ͚ͳ͘ͳΓɺ͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ
·͢ɻ

˔�ಛʹɺ༧ଌͰ͖ͳいߦಈΛͱΔͱࢥΘΕΔํ΍ମҐΛࣗ
෼Ͱอ࣋Ͱ͖ͳいํʹ͸े෼஫ҙͯͩ͘͠͞いɻ

ベースプレートとゆか
4 4

の間につま先など身体の
一部をはさまないように注意してください
˔�ѹഭ͞Εɺ͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ
˔�ख͢ΓΛҾ͖ൈ͘ํ޲΍ਫฏํ޲ʹྗΛՃ͑Δͱɺϕʔ
εϓϨʔτ͕࣋ち͕͋Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ͷͰɺಛʹ஫ҙ
ͯͩ͘͠͞いɻ

手すりと玄関台（KQ-9503L・H：別売）との
すき間に足などを入れないでください
˔�స౗ͯ͠ɺ͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ
˔�͢ ͖ؒʹೖΔͱൈ͚ͳ͘ͳΓɺ͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ
·͢ɻ

使用⽬的について

ご使用される方について

すき間について
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 警
けい

 告
こく

手すりを引き抜く方向や水平方向に力を加えな
いでください
ຊ੡඼͸ݻఆࣜͰ͸͋Γ·ͤΜͷͰɺؔݰ༻ख͢Γ͕౗Ε
ͨΓෆ҆ఆʹͳͬͨΓͯ͠ɺస౗͚͕ͯ͠Λͨ͠Γɺؔݰ
༻ख͢Γ͕ഁଛɾมͨ͠ܗΓ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ

ベースプレートとゆか
4 4

との段差に注意してくだ
さい
ͭ·ͮいͯస౗͠ɺ͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ

片手すりで使用する場合は、手すりのない側へ
の転落・転倒に注意してください
͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ

玄関用手すりが濡れている場合や、手足や靴底
が濡れている場合は使用しないでください
˔�స౗ͯ͠ɺ͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ
˔�ೞΕͯいΔ৔߹͸ɺסいͨ෍ͳͲͰ১͖औͬͯͩ͘͞いɻ

子供の遊具として使用したり、手すりの上に乗っ
たり、ぶらさがったり、腰かけたりしないでく
ださい
సམɾస౗ͯ͠ɺ͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ

車いすから立ちあがる際の支えとして、使用し
ないでください
సམɾస౗ͯ͠ɺ͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ

玄関用手すりは定期的に点検してください
ΑΓɺ੡඼͸ຎ໣ɾྼԽ͠·͢ɻʹڥͷස౓΍؀༺࢖
ఆظతʹ͕͖ͨͭ΍֤෦ͷΏΔΈɺഁଛͷ༗ແͳͲΛ఺ݕ
ͯͩ͘͠͞いɻຎ໣ɾྼԽͨ͠ঢ়ଶͰ࢖いଓ͚ΔͱɺࢥΘ
͵͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ

玄関用手すりが破損した場合は直ちに使用を中
止してください
͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻഁଛͨ͠৔߹͸͙͢ʹ࢖༻
Λத͠ࢭɺ͓ങい্͛ͷൢചళ·ͨ͸ύϥςΫϊίʔϧη
ϯλʔ 	�� ϖʔδࢀর 
·ͰमཧΛ͝ґཔͩ͘͞いɻ

お客様による修理・改造はしないでください
ҼͱͳΓ·͢ɻݪΘ͵͚͕΍ഁଛͷࢥ

転落・転倒について

点検・修理について

 注
ちゅう

意
い

スプレータイプの殺虫剤を玄関用手すりに直接
噴射しないでください
ख͢Γ͕ഁଛɾม৭ɾ༺ؔݰΑͬͯɺʹࡎΕΔ༹·ؚʹࡎ஬ࡴ
༹ղ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ·ͨɺഁଛɾ༹ղͨ͠෦෼Ͱ
Θ͵͚͕Λ͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻࢥ

組立てる際は、ベースプレートの取扱いに注意
してください
ϕʔεϓϨʔτΛམͱͨ͠Γ౗ͨ͠Γͯ͠ɺ͚͕Λͯͬޡ
͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ·ͨɺΏ͔

4 4

΍Ո۩ɺϕʔεϓϨʔ
τͳͲ͕ഁଛɾม͢ܗΔ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ
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5  設置・保管上の注意＜必ずお守りください＞

 警
けい

 告
こく

 注
ちゅう

 意
い

破損・変形などの原因となりますので、次のよ
うな場所への設置は避けてください
˔�௚ࣹ೔ޫͷ౰ͨΔ৔ॴ΍԰֎
˔�ྫྷ ஆ๪ثʹΑΔྫྷؾ΍ஆ͕ؾ௚઀౰ͨΔ৔ॴ
˔�ա౓ͷਫৠؾ΍༉ৠؾͷ͔͔Γ΍͢い৔ॴ
�ߴ˔ Թɾଟ࣪ɾ௿Թɾס૩ͨ͠৔ॴ
˔�́ ͜ΓɾԎɾԘ෼ɾΠΦ΢෼ɾ෗৯ੑ෺࣭ͳͲͷଟい৔ॴ
ͷѱい৔ॴؾ׵�˔
˔�ৼಈ΍িܸͷ͋Δ৔ॴ
˔�Ώ͔4 4͕ਫฏͰͳい৔ॴ
˔�΍ΘΒ͔いΏ͔4 4

移動させる場合は２人以上で行い、手すり部を
持ったり、玄関用手すりを引きずったりしないで
ください。特に、アジャスターねじを使用した
後は、ベースプレートを動かさないでください
Ώ͔4 4Λই͚ͭΔ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ

長期保管の際は、以下の項目に注意してく
ださい
˔�௚ࣹ೔ޫͷ౰ͨΔ৔ॴ΍ɺߴԹɾଟ࣪ɾ௿Թɾס૩ɾ΄
͜Γͷଟい৔ॴΛආ͚ͯͩ͘͞いɻؔݰ༻ख͢Γͷथࢷ
෦඼͕มܗɾม৭͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ
˞�Թ౓ ��� ʙ ��ˆɺ࣪౓ ��ʙ ��ˋ̧̝ͷڥ؀Ͱอ؅
ͯͩ͘͠͞いɻ

˔�औѻઆ໌ॻ͸ฆࣦ͠ͳいΑうɺେ੾ʹอ؅ͯͩ͘͠͞いɻ

玄関用手すりは段差やスロープがない水平な場
所に設置してください
ख͢Γ͕౗ΕͨΓෆ҆ఆʹͳͬͨΓͯ͠ɺస౗ͯ͠༺ؔݰ
͚͕Λͨ͠Γɺؔݰ༻ख͢Γ͕ഁଛɾมͨ͠ܗΓ͢Δ͓ͦ
Ε͕͋Γ·͢ɻ

設置後は、各部にゆるみがなく確実に固定され
ていること、手すりが安定していることを確認
した上でご使用ください
ख͢Γ͕౗ΕͨΓෆ҆ఆʹͳͬͨΓͯ͠ɺస౗ͯ͠༺ؔݰ
͚͕Λͨ͠Γɺؔݰ༻ख͢Γ͕ഁଛɾมͨ͠ܗΓ͢Δ͓ͦ
Ε͕͋Γ·͢ɻ
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6  組立方法
①マット用栓の貼り付け
滑り止めマットには手すりフレームを取付ける箇所
に穴が開いています。手すりフレームを取付けない
穴に、マット⽤栓シールを滑り止めマットの裏側か
ら貼り付け、その後、滑り止めマットの上からマッ
ト⽤栓を貼り付けて、穴をふさいでください。ふ
さぐ穴の数は次のとおりです。

②滑り止めマットの装着
滑り止めマット裏側のマグネットを利⽤して、滑り
止めマットをベースプレートに貼り付けてくださ
い。

③手すり部の取外し
開梱時、手すりフレームに差込まれていた手すり部
を、引き抜いてください。

④手すりフレームの取付け
手すりフレームの向き（1ページ参照）に注意して、
付属の手すり固定ねじを利⽤して、手すりフレーム
をベースプレートに取付け、手すり固定ねじを六⾓
レンチ（対辺 4mm）で締付けて、固定してください。
(8ヶ所 )

両手すりの場合は、③～⑤の手順で、反対側にも
う片⽅の手すりフレームを取付けてください。

滑り止めマット

貼り付ける

引き抜く

締付ける

マット⽤栓シール

KQ-9502＊ : 穴をふさぐ必要はありません。
KQ-9501＊ :2 つ　　KQ-9512＊ :2 つ　　KQ-9511＊ :4 つ

※イラストはQ905Bで説明しています。

ベースプレート※4隅と穴位置をあわせてください。

手すりフレーム

ベースプレート

六⾓レンチ (対辺４mm)

手すり固定ねじ

マット⽤栓

滑り止めマット

手すり部

手すりフレーム

⑤手すり部の取付け
③で取外した手すり部を、③と逆の手順で手すりフレームに、再度取付けてください。
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6  組立方法
⑥手すり高さの調節
手すり部を上下にまっすぐスライドさせ、目盛線を
キャップにあわせて手すり部の高さを調節し、付
属の手すり高さ調節ねじを利⽤して、六⾓レンチ（対
辺 2.5mm）で締付けて固定してください。
( 手すり1本につき2ヶ所 )

⑦高さ調節脚の差込み
手すりフレームに付いている、高さ調節脚固定ね
じを六⾓レンチ（対辺 2.5mm）でゆるめ、高さ
調節脚を手すりフレームに差込んでください。

⑧高さ調節脚の仮止め
上がりかまちに当たらない高さまで高さ調節脚を
あげ、⑦でゆるめた高さ調節脚固定ねじをゆるく
締めて仮止めの状態にしてください。

高さ調節脚固定ねじ

高さ調節脚

高さ調節脚

差込む

ゆるく締める

締付ける

手すり高さ調節ねじ

キャップ

高さ調節脚固定ねじ

手すりフレーム

六⾓レンチ(対辺2.5mm)

六⾓レンチ (対辺2.5mm)

目盛線
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6  組立方法
⑨製品状態の確認
玄関⽤手すりが下図の状態になっていることを確認してください。

ベースプレートの突起

※コンパクトのみ、手すりを中央に取付けることもできます。

下図以外の状態に、玄関用手すりを組立てないでください。意図せぬすき間の発生や
安定性の低下などにより、けがをしたり、玄関用手すりが破損・変形したりするおそれ
があります。

͚い ͘͜
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②ベースプレートのがたつき修正
設置箇所が不安定な場合、滑り止めマットの端部
をめくり、付属のアジャスターねじを使⽤し、六⾓
レンチ（対辺 4mm）で回して、がたつきを調整し
てください。（※固定後はベースプレートを動かさ
ないでください）

③高さ調節脚の調節
組立⽅法の⑧で仮止めした高さ調節脚固定ねじを
少しゆるめて、高さ調節脚を上がりかまちの高さ
にあわせてください。その後、六⾓レンチ（対辺
2.5mm）を使⽤して高さ調節脚固定ねじを締付
けて固定してください。

■分解方法
分解するときは、設置⽅法・組立⽅法と逆の手順で行ってください。

④アジャスターの調整
高さ調節脚先端のアジャスターを、高さ調節脚が
突っ張るまで回し固定してください。

①製品の位置決め
玄関⽤手すりを、玄関の上がりかまちにあわせて
設置してください。

⑤安全の確認
製品がしっかりと固定されていることを、確認し
てからご使⽤ください。

高さ調節脚固定ねじ

高さ調節脚

さげる

締付ける

回す

回す

アジャスターねじ

ベースプレート

アジャスター

六⾓レンチ
(対辺2.5mm)

六⾓レンチ (対辺4mm)

7  設置方法
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8  点検
●	玄関⽤手すりは組立・設置後に点検をしてください。また、定期的に点検をしてください。使⽤頻度や環境
により製品は摩耗・劣化します。定期的に下記のチェックシートに記載されている点検項目をチェックして、
異常がないことを確認してください。異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、パラテク
ノコールセンター (14 ページ参照 )までお問い合せください。

①滑り止めマットの確認
•	滑り止めマットがベースプレートに取付けられていますか？
•	ずれやたるみはありませんか？
□はい
□いいえ→ 6 ページ

②ベースプレートの確認
•	ベースプレートにがたつきはありませんか？
□ない
□ある→9 ページ

④玄関⽤手すりの傷や変形
•	手すりやベースプレート、締結部のねじ頭に傷や変形がありませんか？
□ない
□ある→パラテクノコールセンター（14 ページ参照）へ連絡

⑤ラベルのはがれ
•	ラベルがはがれたり、文字が⾒えなくなったりしていませんか？
□いいえ
□はい（はがれている・文字が⾒えない）→パラテクノコールセンター（14 ページ参照）へ連絡

③手すりの取付け状態の確認
•	手すり部の目盛線はキャップにあっていますか？
•	ベースプレートの突起は玄関の上がりかまちに接地
していますか？
•	手すりにいちじるしいがたつきがないですか？
•	手すり部を上から押したとき、容易に動きませんか？
□ない
□ある→7～９ページ

チェックシート

高さ調節脚

キャップ

目盛線 手すり部を
上から押す

アジャスター

ベースプレートの突起
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9  仕様
品名 玄関用手すり　 レッツ バー 玄関用手すり　レッツ バー コンパクト

品番 KQ-9502L KQ-9501L KQ-9502H KQ-9501H KQ-9512L KQ-9511L KQ-9512H KQ-9511H

対応上がりかまち高さ（cm）
0～ 20

（ロータイプ）

20～40

（ハイタイプ）

0～20

（ロータイプ）

20～40

（ハイタイプ）

手すり本数（本） 2 1 2 1 2 1 2 1

寸法
（cm）

a
96～ 106

（2.5cm間隔、5段階）

116～ 126

（2.5cm間隔、5段階）

96～ 106

（2.5cm間隔、5段階）

116～ 126

（2.5cm間隔、5段階）

b
80～ 90

（2.5cm間隔、5段階）

90～ 100

（2.5cm間隔、5段階）

80～ 90

（2.5cm間隔、5段階）

90～ 100

（2.5cm間隔、5段階）

c 51.5 - 51.5 - 47.5 - 47.5 -

d 8.6 21.6 10.6 23.6

e 56 56

f 80.5 69.5

製品質量（kg） 29.2 24.2 30.2 24.7 27 22 28 22.5

主な材質

手すり部 皮膜 :	PVC樹脂、芯材 : スチール

手すりフレーム ステンレス

高さ調節脚 ステンレス

ベースプレート ステンレス

滑り止めマット PVC

最大利用者体重（kg） 100

ユニット
の組合せ

手すり Q9502L Q9501L Q9502H Q9501H Q9502L Q9501L Q9502H Q9501H

ベースプレート Q950B Q951B

c

a

e d

b

f

上がりかまち高さ
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玄関台（KQ-9503L・KQ-9503H）

10 適合オプション

͚い ͘͜

● 玄関台は正しい組合せを確認した上でご使用ください。誤った組合せで使用すると、思わ
ぬけがや故障の原因となります。

● ここに記載されている玄関台以外は使用しないでください。意図せぬすき間の発生や、製
品の破損・変形などにより、けがをするおそれがあります。

● 玄関台を使用するときは、玄関台の取扱説明書をお読みください。思わぬけがをするおそ
れがあります。

●	ゆかから上がりかまちまでの段差が大きい場合に、玄関⽤手すりと併⽤することで、段差の上り下りを補助
することができます。

●	上面に滑り止め加工を施しています。
玄関台適合表 ※玄関台の品番は、ダンボール箱・製品内側に記載されています。

※1）中央に手すりを取付けた場合、玄関台は使⽤できません。

玄関台 KQ-9503L KQ-9503H

玄関⽤手すり

KQ-9501L
KQ-9502L
KQ-9511L※ 1
KQ-9512L

KQ-9501H
KQ-9502H
KQ-9511H※ 1
KQ-9512H

Q9503L：11～ 16㎝	（3段階調節）
Q9503H：15～ 20㎝（3段階調節）

32cm45cm

 ②プレートの仮止め
図のように、プレート (L) とプレート (R) を、付属の取付ねじを利⽤して、プラスドライバー（ビット2）
で仮止めしてください。（４ヶ所）

プラスドライバー
(ビット2)

取付ねじ

プレート (R)

プレート (L)

取付ける玄関用手すりによって、プレート (L・R) の位置が違います。
下図を参照してプレートを仮止めしてください。

＜ KQ-950 ＊Ｌ・KQ-950 ＊ H に取付ける場合＞ ＜KQ-951＊Ｌ・KQ-951＊H( コンパクト ) に取付ける場合＞

プラスドライバー
(ビット2)

取付ねじ

プレート (L)

プレート (R)

【お願い】
お持ちの「KQ-9503L/KQ-9503H　玄関台の取扱説明書の番号が7F11625900A0」の場合は、
3ページ「組立⽅法	②プレートの仮止め」の手順を下記に読み替えてください。
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11 日常のお手入れ・廃棄

消　毒　剤 指定の濃度
消毒⽤エタノール 76.9 ～ 81.4%
塩化ベンザルコニウム（オスバンなど） 0.05～ 0.2%
塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど） 0.05～ 0.2％
グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど） 0.05%
次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど） 0.02～ 0.05％

■		汚れを落とす場合
	 下記①～③の手順で行ってください。

①水で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。

②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。

③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

■		消毒する場合
	 必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指⽰に従ってご使⽤ください。

■		廃棄
廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規則に従ってください。

オゾン殺菌器、オートクレーブ滅
菌器などには対応できません。

ちゅう い

●酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤、揮発性のもの
　（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用
　 しないでください。変色・変質するおそれがあります。
●中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。
　水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。
●クレンザー、磨き粉などの粗い粒子を含んだ洗剤や、研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブ

ラシなどは使用しないでください。傷をつけるおそれがあります。
●消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれ

があります。
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12 アフターサービスについて
1. 保証書
保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保
管してください。保証期間はお買い上げ日より１年間です。

2. 修理を依頼されるとき
修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）
までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容
 ●品名、品番、製品識別表⽰ラベルの番号（貼付位置は１ページ：「各部の名称」参照）　　　
	 ●お買い上げ日　　　　　●破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
	 ●お名前、ご住所および電話番号

■消耗部品について
 ●滑り止めマット・マット⽤栓シール・マット⽤栓は消耗部品です。　　　

保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし保証期間内でも修理が有償になる場合があります。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎているとき

修理により使⽤できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は
弊社では、この製品の補修⽤性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打
ち切り後8年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合は
お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合せください。

パラテクノコールセンター 0120-54-8639
受付時間：平日8：00～ 19：00／土・日・祝日9：00～ 17：20（年始は休業いたします）

販売店・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、
製品をお買い上げの領収書などを保証書と⼀緒に保管してください。

【パラテクノ株式会社について】弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

< パラマウントベッド 株式会社 >
本　　　 社 〒 136-8670 東 京 都 江 東 区 東 砂 2 丁 目 14 番 5 号 ☎ (03)3648-1111（大代）
東 京 支 店 〒 136-8670 東 京 都 江 東 区 東 砂 2 丁 目 14 番 5 号 ☎ (03)3648-1171（ 代 ）
札 幌 支 店 〒 060-0062 札 幌 市 中 央 区 南 2 条 西 1 3 丁 目 3 1 8 番 地 1 1 ☎ (011)271-1181（ 代 ）
仙 台 支 店 〒 980-0015 仙 台 市 若 林 区 卸 町 ２ 丁 目 ３ 番 地 の ３ ☎ (022)239-5211（ 代 ）
さ い た ま 支 店 〒 338-0001 さ い た ま 市 中 央 区 上 落 合 9 丁 目 4 番 7 号 ☎ (048)852-0707（ 代 ）
横 浜 支 店 〒 194-0004 東 京 都 町 田 市 鶴 間 ５ 丁 目 ３ 番 ３ ３ 号 ☎ (042)795-8800（ 代 ）
名 古 屋 支 店 〒 461-0001 名 古 屋 市 東 区 泉 1 丁 目 2 0 番 1 7 号 ☎ (052)963-0600（ 代 ）
大 阪 支 店 〒 550-0001 大 阪 市 西 区 土 佐 堀 2 丁 目 3 番 3 3 号 ☎ (06)6443-8791（ 代 ）
広 島 支 店 〒 733-0011 広 島 市 西 区 横 川 町 3 丁 目 8 番 5 号 ☎ (082)293-1311（ 代 ）
福 岡 支 店 〒 812-0013 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 3 丁 目 1 4 番 2 0 号 ☎ (092)461-1131（ 代 ）
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品　　番

保 証 書

保証期間

品　　名

1年間

お買い上げ日 年　　　　月　　　　日

様
客
お

店
売
販

お 名 前

ご 住 所

店 　 名
住 　 所

印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された　印欄の情報が確認できる領収書な
どを、本保証書と一緒に大切に保管してください。この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお
約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正
しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証規定
1. 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
（1）使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
（2）弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
（3）お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
（4）火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
（5）保証書のご提示がない場合
（6）本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
（7）字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合

3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理実施日 修 理 内 容 担当者

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の基において無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、
　お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い
　上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合せください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の中の「アフターサービスについ
　て」をご覧ください。

玄関⽤手すり KQ-950*L･KQ-950*H
KQ-951*L･KQ-951*H

製版： '19. 06




